
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大な人身被害につながる恐れがあります。 
Otherwise, it may lead to serious personal injury. 
ヒグマに餌を与えることは、自然公園法・北海道生物の 

多様性の保全等に関する条例で禁止されています。 

Feeding brown bears is prohibited by “the Natural Parks Act” and “the 

Hokkaido Biodiversity Conservation Ordinance”. 
※ 条例に基づく「指定餌付け行為の禁止」について詳しくはこちら →  

北海道 環境生活部 自然環境局 自然環境課 

                                             野生動物対策課 

各総合振興局・振興局 保健環境部 環境生活課 自然環境係 

〒 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目  電話：011-204-5203   


